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地域住民に MiiMo の企画運営の最高決定機関に就いて頂く運営体制 
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MiiMoは施設の構想段階から住民の方々と施設機能の検討を何度も重ね、住民

の様々ニーズに応える施設になっています。構想段階では、複合化を目指して

いる施設利用者を対象に、フラットに住民が集まれる場所に出向いて「複合施

設を建てるのですが、どのような設備があれば良いと思いますか？」とざっく

ばらんに話を伺いに回られました。そして、利用者アンケート及び施設管理者

アンケートを実施後、町民プロジェクトチームを公募して 13名を採用してワー

クショップ形式で、課題の検討から最終的にはプロジェクトメンバーが中心で、

住民タウンミーティングを開催しました。構想・計画を決めた後、施設運営のル

ールを決めるために、地域コーディネーターを公募して 7 名を採用して会議を

開催しました。そこで「管理運営計画書」を作成していただきました。建設が完

了してからは「運営委員会」メンバーに地域コーディネーターの方をスライド

してお入り頂き、運営面での課題検討にご意見を頂く場として、MiiMo の企画運

営についての最高決定機関に就いて頂きました。運営委員会メンバーは、15 人

～40 人くらいのワークショップを約 20 回行った際に参加された方で、参加さ

れたときの発言も参考に、自分のやりたいことではなく、三宅町のことを思っ

てやって頂けること基準に選出されております。その結果、住民の方からの声

を反映できるのと、行政側の思いもご理解頂ける場となっています。運営委員

会は、住民代表・職員・事業者等 MiiMoに参画する関係者から組織され、MiiMo

運営の方向性を決められています。多数決はせず、運営委員会全員の納得の上

で進める対話形式で進められます。議会からの提案も運営委員会で審議され、

ルール決めはすべて住民代表の方を主役に決められています。 



施設使用料を利用者に還元する循環型の財政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MiiMoでは施設の基本的な維持管理・運営費は、行政サービスとして行政予算

で確保されておりますが、MiiMoの機能充実のための必要な予算は、事業費とさ

れており、初期の立ち上げ期は、行政より事業費を支出されておりましたが、現

在は施設の収入で事業費をまかなえる循環型の運営をされております。機能充

実の例としては、「イベント実施費用」「コミュニティープロデューサー」「専門

家アドバイス謝金」等です。事業費は、使用料など施設での収入をあて、地域や

利用者に還元するといった斬新な運営をされています。 

利用料金（次ページ参照）は比較的高いのですが、すべて交流まちづくり機能

の充実や MiiMo イベント等により地域・利用者に還元されています。利用者の

支払った利用料が、MiiMo の活性化に使われているという見える化で利用料が

高くても、利用者の満足度は高く、地域活動がより活発になった団体もあり、や

りたいことにはみんなでお金を出し合うようになりました。 

１階にある MiiMo ホールでは、外部から内部の活動が見えないように仕切る

こともできるが、仕切りを使用すると利用料が全面使用で＋３０００円（クロ

ーズ）となる料金設定をされています。これは、外部から見たときに内部で何を

やっているのか活動の様子を見えるようにして、住民交流を図るための取組で

あります。これらの施設利用のルールも運営会議で決定されたものです。MiiMo

の目標を土台として、何にいくら使うのかは運営会議で決められております。

事業費の使い道を決める話し合いで時間はかかることもあるようですが、住民

が自分たちで決めたことでありますので、納得感があります。 

運営の課題としては、現在は直営だが、住民主体の企画運営を行う法人（まち

づくり会社）にどのように移行していくかでありますが、地域起こし協力隊を

中心とした法人化がスムーズではないかと検討されております。 
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 「三宅町まちづくり交流センターMiiMo ご利用案内 利用料金」2024 年 11 月 8 日視察時に頂いた資料より 


